
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成２９年３月２３日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） 小型循環式恒温乾燥機 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 
 本製品は、炉内の温度を一定に保ち、各種試験での対象物の影響評価や、各種

工業用途として対象物の乾燥等を行う。 
 
 
 
 
 
○構造、仕様、意匠 
 全面に扉を持った槽内にシーズヒーターとヒーターの熱を撹拌するための電

動ファンを配し、炉内の温度を一定に保つ。 
 

機種 １００Ｖタイプ ２００Ｖタイプ 
電圧 単相１００Ｖ 単相２００Ｖ 

消費電力（ヒーター） １．３ｋＷ ２．４ｋＷ 
消費電力（ファン用モーター） ２５Ｗ ２５Ｗ 

 
○主な使用者、販売先 
 実験室 
 
 
 
２ 対象・非対象の解釈 
 
 特定電気用品以外の電気用品のうち、電動力応用機械器具の「電気乾燥機」とし

て取り扱う。 
 
 
（理由） 
 食品を保存する事を主目的としているものではないため、「電気温蔵庫」には該

当しない。また、理化学機器及び光学機械の「理化学用恒温器・恒温槽」に分類さ

れるものであって、日本標準家具分類の家具に分類されるものではないため、「そ

の他の電気機械器具付家具」にも該当しない。電動力を用いた乾燥の機能を有する

ことから、「電気乾燥機」で対象として取り扱うことが妥当と判断する。 
 
 

 


